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１ 目的 

  本技術基準は、倉敷市の市道整備において、「倉敷市道路の構造の技術的基準等に関

する条例」（以下「条例」という。）の細則を定め、統一的な道路整備を行うことを目的

とする。 

 

２ 適用範囲 

 (１) 本技術基準は、倉敷市が整備、管理する道路（道路法の道路）の新設、改築、及

び修繕における１車線道路（第３種第５級及び第４種第４級の道路）の整備、車両

出入口の設置、及び隅切り等の整備に適用する。 

    新設工事・・・道路を新しく建設する工事 

    改築工事・・・既設道路を拡幅する工事 

 (２) 部分的な補修等には、本技術基準を適用しないものとする。 
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３ 道路の構造（１車線道路） 

  本項では、１車線道路（第３種第５級及び第４種第４級の道路）を対象とする。 

 

(１) 計画交通量 

計画交通量（条例第３条関連） 

計画交通量が５００台／日未満の道路は、１車線道路とし、原則歩道等を設置

しないものとする。ただし、自転車、歩行者等の（以下「歩行者等」という。）

交通量が多い、または、通学路指定されている場合は、自転車歩行者道又は歩道

（以下「歩道等」という。）を設置できるものとする。 

 

［解説］ 

     都市部、地方部における、主に近隣に居住する者の利用に供する道路で、計画

交通量が５００台／日未満のいわゆる生活道路は、条例第３条により、１車線道

路（第３種５級、第４種４級）となるが、この場合には「おかやまスタンダー

ド」を準拠し、原則歩道等を設置しないものとした。これは、車両の交通量が極

めて少ないため、路肩を通行する歩行者等の安全が確保できるとしたものであ

る。 

ただし、歩行者等交通量が１００人台／日以上見込まれる場合や通学路に指定

されている場合には、次の「歩道等設置のフロー図」により、歩行者等の通行の

安全を確保するために、歩道等を設置することも可能とした。 

 

 ※ 岡山県では、利用状況に応じてきめ細かく歩道等を整備するため、設置の有

無及び幅員の基準を設けた「おかやまスタンダード（歩道等の設置方針）」を

策定している。１車線道路における歩道等の整備については、これを準用する

こととした。 

 

    ※歩道等設置フロー図 

 

歩行者・自転車 

100 人台/日 

以上 150 人台/日  自転車歩行者道 

   歩道 

未満 通学路で児童・生

徒が 20 人台/日 

 歩道なし 

    

  

以上 

未満 

以上 

未満 
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［参考］「道路構造令の解説と運用」（令和 3 年 3 月）P139 

第 4 種の道路は、都市部に存する道路である。すなわち街路に相当する道路で

ある。級別の区分は、第 1 級、第 2 級、第 3 級および第 4 級の 4 種類としてい

る。 

なお、第 3 種第 5 級および第 4 種第 4 級は、いわゆる低規格の 1 車線道路であ

る。第 3 種第 5 級は地方部に存する低規格１車線道路を、第 4 種第 4 級は都市部

に存する低規格１車線道路を対象としており、それぞれ将来とも交通量の大幅な

増大が予想されない地方部の路線や都市内の区画街路に限定して適用することと

している。 

なお、道路構造令第 4 条から第 41 条の規定は国道等の構造の一般的技術的基

準であることから、第 4 種第 4 級の道路に関する規定を定めていないが、地方道

に準用する際には、所要の読み替えにより、第 3 種第 5 級に関する規定を適用す

ることとなっている。 
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   「道路構造令の解説と運用」（令和 3 年 3 月）P138 より 

 

表 道路の種級区分の体系 

地
域 

種
別 

級
別 

設計 

速度

(km/h) 

出入 

制限 

計画交通量(台／日) 

摘要 20,000 

以上 

20,000 

～

10,000 

10,000 

～

4,000 

4,000 

～1,500 

1,500 

～500 

500 

未満 

地
方
部 

第
３
種 

第 1 級 80 60 P・N 
国道・

平地 

      

第 2 級 60 

50 

P・N 

国道・

山地 
国道・平地 

    

40 県道，市道・平地 

第 3 級 

60 

30 N 

 
国道・山地 国道，県道・平地 

 

50 

県道，市道・山地 
市道・

平地 

 

40 

第 4 級 

50 

20 N 

   
国道，県道・山地 

 

40 
市道・ 

山地 

市道・ 

平地・山地 

 

30 

第５級 

40 

― N 

     市道 

平地・ 

山地 

小型道

路を除

く 

30 

20 

都
市
部 

第
４
種 

第 1 級 60 
50 

P・N 
国道     

40 県道・市道  

第 2 級 

60 

30 N 

   
国道 

 

50 
県道， 

市道 

   

40 

第 3 級 

50 

20 N 

   
県道 

 

40 

市道 
 

30 

第 4 級 

40 

― N 

     

市道 

小型道

路を除

く 

30 

20 

   注 1:表中の用語の意味は次のとおりである 

      P:部分出入制限 

      N:出入制限なし 

   注 2:設計速度の右欄の値は地形その他状況によりやむを得ない場合に適用する 

   注 3:表中の出入制限は普通道路を示したものであり、小型道路は完全出入制限を

原則とする。 

   注 4:地形その他の状況によりやむを得ない場合には、級別は１級下の級を適用す

ることができる。 
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歩道及び自転車歩行者道の設置方針・幅員（おかやまスタンダード） 

   歩道及び自転車歩行者道の設置方針 
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 (２) 横断面構成（車道、路肩、自転車歩行者道、歩道） 

   ア 車道幅員（条例第４条第５項関連） 

     １車線道路における車道の幅員は、原則４ｍ（路肩を含めた道路幅員６．０ｍ）

とする。ただし、計画交通量が極めて少なく（おおむね１００台／日以下）かつ、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、３．０ｍ（路

肩を含めた最小道路幅員４．０ｍ）とすることができる。 

 

   ［解説］ 

     一般に生活道路と呼ばれる１車線道路の整備について、車道幅員は４ｍを原則

とするが、当該道路の計画交通量がおおむね１００台／日以下と想定される場

合、さらに周辺道路の状況、周辺家屋の建立状況等により、道路用地の確保が著

しく難しいと想定される場合等には、車道幅員を３ｍまで縮小できるものとし

た。なお、路肩幅員とあわせて、幅員構成標準断面図を参考に道路幅員を決定す

ることとした。 

 

   ［参考］ 

「倉敷市道路の構造の技術的基準等に関する条例 第４条第５項」 

第３種第５級又は第４種第４級の普通道路の車道（自転車通行帯を除く。）の幅員

は、４メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少

なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第３２条

の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、３メートルとすることができ

る。 

 

「道路構造令の解説と運用」（令和 3 年 3 月）P208 

第３種第５級および第４種第４級の道路の車道幅員は、停車、乗用車相互のすれ違

い、消防活動を考慮し４ｍとする。ただし、計画交通量が極めて少なく（おおむね

１００台／日以下）かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

においては、３．０ｍ（路肩を含めた最小道路幅員４．０ｍ）とすることができ

る。 
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   イ 路肩幅員（条例第７条第２項関連） 

(ア) １車線道路の車道の左側に設ける路肩で歩道等を設けない道路において、

幅員は１ｍ以上を標準とする。ただし、歩行者等の交通量が極めて少ない場

合、又は、地形の状況その他の特別の理由により困難な場合は、幅員を０．

５ｍまで縮小できる。 

(イ) １車線道路の車道に接続する路肩に道路構造令第２条第１８項に規定され

る路上施設を設ける場合には、条例第７条第８項により、当該路上施設を設

けるのに必要な値を加えて前記（路肩幅員）の規定を適用するものとする。

ただし、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合には、路肩内

の外側端に当該路上施設を設けることができる。 

(ウ) 路肩の幅員を１ｍ以上とした場合には、前記によらず、路肩内の外側端

に、路上施設を設置しても良いものとする。 

(エ) 輪荷重に耐えうる構造物かつ車の走行上、段差を生じない構造物に限って

は、路肩内に設置することができるものとする。 

(オ) 通学路指定されている道路等であっても、歩道等を設置せず、地形の状況

その他特別の理由により、路肩を０．５ｍと縮小する場合には、路肩にカラ

ー舗装等を行ない、歩行者等の安全通行を補助する方策を検討することとす

る。 

 

   ［解説］ 

     路肩幅員は、条例第７条第２項により、０．５ｍ以上であるが、歩道等を設置

しない道路にあっては、１ｍ以上を標準とし、歩行者等の通行に配慮する。ただ

し、通学路指定されていない等、歩行者等の交通量が１００人台／日未満程度と

極めて少ないと見込まれる場合、又は、地形の状況等により用地の確保が著しく

困難な場合には、０．５ｍまで縮小できるものとした。 

また、路肩の幅員を１ｍ以上とした場合には、用地取得にかかる隣接地権者の

負担軽減、及び路上施設を設けるに必要な幅員を加えることなく、路肩内の外側

端に路上施設を設置できるものとした。  

     やむを得ず、通学路等であっても路肩の幅員を１ｍ以上確保することができな

い場合には、路肩のカラー舗装等により、歩行者等の通行を補助する方策を検討

することとする。 

路上施設を設けるのに必要な値としては、条例第１０条第３項及び条例第１１

条第４項により、横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員について規定さ

れており、標識、防護柵、電柱等はその他の場合となり、０．５ｍの幅が必要と

なる。 
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   ［参考］ 

「倉敷市道路の構造の技術的基準等に関する条例 第７条第２項」 

     車道の左側に設ける路肩の幅員は、次の表に掲げる道路の区分に応じ、当該車

道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。 

 

区分 
車道の左側に設ける路肩の幅員 

(単位 メートル) 

第 3 種 

第 2 級から 

  第 4級まで 

普通道路 ０．７５ ０．５ 

小型道路 ０．５  

第 5 級 ０．５  

第４種 ０．５  

 

 

   「道路構造令の解説と運用」（令和 3 年 3 月）P235 

     歩道等を設けない場合において、歩行者や自転車の通行が想定される場合に

は、路肩が歩行者や自転車のための通行空間となることから、半路肩ないしはそ

れ以上の幅員の路肩を設けることが望ましい。 

 

   ［参考］「倉敷市道路の構造の技術的基準等に関する条例 第１０条第３項、 

第１１条第４項」 

第１０条第３項 横断歩道橋若しくは地下横断歩道（以下「横断歩道橋等」と

いう。）又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規

定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては３メートル、ベンチ

の上屋を設ける場合にあっては２メートル、並木を設ける場合にあっては

１．５メートル、ベンチを設ける場合にあっては１メートル、その他の場合

にあっては０．５メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただ

し、第３種第５級又は第４種第４級の道路にあっては、地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

 

第１１条第４項 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、

前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては３メート

ル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては２メートル、並木を設ける場合に

あっては１．５メートル、ベンチを設ける場合にあっては１メートル、その

他の場合にあっては０．５メートルを加えて同項の規定を適用するものとす

る。ただし、第３種第５級又は第４種第４級の道路にあっては、地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 
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◆例４ 

計画交通量が極めて少なく（概ね

１００台／日未満）、歩行者等交通

量が極めて少なく（１００人台／

日未満）、かつ、地形状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場

合においては、車道幅員を３ｍ、

路肩幅員を０．５ｍまで縮小する

ことができる。 

◆例２ 

通学路指定されていない等、歩行

者等交通量が極めて少ない（１０

０人台／日未満）場合、かつ、地

形の状況等により用地の確保が著

しく困難な場合には、路肩幅員を

０．５ｍまで縮小できる 

◆例３ 

計画交通量が極めて少なく（概ね

１００台／日未満）かつ地形状況

その他の特別の理由によりやむを

得ない場合においては、車道幅員

を３ｍとすることができる。 

◆例１ 

 標準の幅員構成 

※幅員構成例 

※通学路指定されていても路肩幅員を１ｍ以上とするこ

とができず０．５ｍとする場合には、路肩カラー舗装等、

歩行者等の通行を補助する方策を検討するものとする。 
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※路上施設の設置例 

 路肩の幅員は１ｍ以上を標準とするが、困難な場合には０．５ｍまで縮小できる。ま

た、１車線道路の車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合には、路上施設を設けるの

に必要な値（標識、防護柵、電柱等は０．５ｍの幅）を加える。 

 

例１ 路肩の幅員を１ｍ以上とした場合には、路肩内の外側端に、路上施設を設置して

もよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例２ 路上施設を設けるのに必要な値を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例３ やむを得ない場合、路上施設を路肩の内に入れることができる。 
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   ウ 自転車歩行者道の幅員（条例第１０条関連） 

    (ア) １車線道路には原則歩道等は設置しないが、自動車交通量、歩行者等交通

量により、自転車歩行者道を道路の片側に設けることができる。 

    (イ) 自転車歩行者道の幅員は、３ｍ以上とする。 

    (ウ) 路上施設（横断歩道橋、ベンチの上屋、並木等を除く。）を設ける自転車

歩行者道の幅員については、前項の幅員に０．５ｍを加えて適用する。 

 

［解説］ 

「おかやまスタンダード」では、１車線道路となる自動車交通量では原則歩道

等を設置しないこととしているが、駅周辺及び通学路等により歩行者等交通量

が１５０人台／日以上であれば自転車歩行者道を設置できることとした。な

お、路上施設（横断歩道橋、ベンチの上屋、並木等を除く）を設ける場合は、

条例第１０条第３項により０．５ｍを加えることとした。 

自転車歩行者道と歩道の区分については、本マニュアルＰ２、「歩道等設置フ

ロー図」によることとする。 

 

   [参考] 「倉敷市道路の構造の技術的基準等に関する条例 第１０条」 

   第１０条 自動車の交通量が多い第３種又は第４種の道路（自転車道又は自転車通

行帯を設ける道路を除く。）には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるもの

とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合にお

いては、この限りでない。 

２ 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては４メートル

以上、その他の道路にあっては３メートル以上とするものとする。 

３ 横断歩道橋若しくは地下横断歩道（以下「横断歩道橋等」という。）又は路

上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に

横断歩道橋等を設ける場合にあっては３メートル、ベンチの上屋を設ける場合

にあっては２メートル、並木を設ける場合にあっては１．５メートル、ベンチ

を設ける場合にあっては１メートル、その他の場合にあっては０．５メートル

を加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第３種第５級又は第４種

第４級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない

場合においては、この限りでない。 

４ 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮

して定めるものとする。 
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   エ 歩道の幅員（条例第１１条関連） 

    (ア) １車線道路には原則歩道を設置しないが、自動車交通量、歩行者等交通量

により、歩道を道路の片側に設けることができる。 

    (イ) 歩道の幅員は、２ｍ以上とする。 

    (ウ) 路上施設（横断歩道橋、ベンチの上屋、並木等を除く。）を設ける歩道の

幅員については、前項の幅員に０．５ｍを加えて適用する。 

 

［解説］ 「「おかやまスタンダード」では、１車線道路となる自動車交通量では

原則歩道等を設置しないこととしているが、駅周辺及び通学路等により歩行者等

交通量が１５０人台／日以上であれば自転車歩行者道を設置できることとした。

なお、路上施設（横断歩道橋、ベンチの上屋、並木等を除く）を設ける場合は、

条例第１０条第３項により０．５ｍを加えることとした。 

自転車歩行者道と歩道の区分については、本マニュアルＰ２、「歩道等設置フ

ロー図」によることとする。 

   ［参考］「倉敷市道路の構造の技術的基準等に関する条例 第１１条」 

第１１条 第４種の道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）、歩行者の交通

量が多い第３種（第５級を除く。）の道路（自転車歩行者道を設ける道路を

除く。）又は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第３種の道路には、そ

の各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由

によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 第３種の道路（自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除

く。）には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合において

は、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合においては、この限りでない。 

３ 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては３．５メートル以上、

その他の道路にあっては２メートル以上とするものとする。 

４ 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する

幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては３メートル、ベンチの上屋

を設ける場合にあっては２メートル、並木を設ける場合にあっては１．５メ

ートル、ベンチを設ける場合にあっては１メートル、その他の場合にあって

は０．５メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第３

種第５級又は第４種第４級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

５ 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとす

る。 
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 (３) 設計速度 

    設計速度（条例第１４条関連） 

１車線道路の設計速度は３０ｋｍ／ｈを標準とする。ただし、地形の状況及び

周辺の状況等により、２０ｋｍ／ｈ又は４０ｋｍ／ｈとすることができる。 

 

［解説］ 

     １車線道路の設計速度について、設計の統一を図るため、設計速度は 

３０ｋｍ／ｈを標準とした。 

     ただし、地形状況及び周辺状況により、路線の高低差が大きい場合、及び家屋

等が密集している場合等では、２０ｋｍ／ｈ、歩行者等の交通量が少なく、かつ

見通しが良く家屋等が少ない場合等では、４０ｋｍ／ｈの設計速度とすることが

できるものとした。 

 

［参考］「倉敷市道路の構造の技術的基準等に関する条例 第１４条第１項」 

   第１４条 道路（副道を除く。）の設計速度は、次の表に掲げる道路の区分に

応じ、同表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に

掲げる値とすることができる。 

 

 

区   分 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) 

第３種 

第２級 60                  60 

第３級 60,50 又は 40    50 又は 40 

第４級 50,40 又は 30                  30 

第５級 40,30 又は 20                   

第４種 

第１級               60    50 又は 40 

第２級    60,50 又は 40 30 

第３級    50,40 又は 30               20 

第４級    40,30 又は 20                
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 (４) 設計車両 

    設計車両（条例第３条の２関連） 

     １車線道路の設計車両は、大型車（小型自動車及び普通自動車）とする。ただ

し、設計車両を普通自動車で整備が困難な場合及び、将来とも普通自動車の通行

が見込まれない場合には、設計車両を小型自動車等とすることができる。 

    ［解説］ 

     １車線道路であっても、設計車両は大型車（小型自動車及び普通自動車）と

し、原則普通道路として計画する。ただし、地形の状況、家屋の建立状況により

やむを得ない場合で、普通道路として整備するのが困難な場合及び、主に近隣に

居住する者の利用に供する場合など、普通自動車の通行が将来とも見込まれない

場合には、設計車両は、小型自動車等とし、小型道路で整備できることとした。 

    ［参考］「道路構造令の解説と運用」（令和 3 年 3 月）P6,7,176,184 

     第 4 条 道路の設計に当たっては、第 1 種、第 2 種、第 3 種第 1 級若しくは第

4 種第 1 級の普通道路又は重要物流道路（法第４８条の１７第１項の規定に

より指定された重要物流道路をいう。以下同じ。）である普通道路にあって

は小型自動車及びセミトレーラ連結車（自動車と前車軸を有しない被牽引車

との結合体であって、被牽引車の一部が自動車にのせられ、かつ、被牽引車

及びその積載物の重量の相当の部分が自動車によって支えられるものをい

う。以下同じ。）がその他の普通道路にあっては小型自動車及び普通自動車

が、小型道路にあっては小型自動車等が安全かつ円滑に通行することができ

るようにするものとする。 

      ２ 道路の設計の基礎とする自動車（以下「設計車両」という。）の種類ご

との諸元は、それぞれ次の表に掲げる値とする。 

    諸元 

   (単位㍍) 

設計車両 

長さ 幅 高さ 

前端 

ｵｰﾊﾞ 

ﾊﾝｸﾞ 

軸距 

後端 

ｵｰﾊﾞ 

ﾊﾝｸﾞ 

最小 

回転 

半径 

小型自動車 4.7 1.7 2 0.8 2.7 1.2 6 

小型自動車等 6 2 2.8 1 3.7 1.3 7 

普通自動車 12 2.5 3.8 1.5 6.5 4 12 

セミトレーラ 

連結車 
16.5 2.5 3.8 1.3 

前軸距 4 

後軸距 9 
2.2 12 

      この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

      一 前端オーバハング  車体の前面から前輪の車軸の中心までの距離をいう。 

      二 軸距        前輪の車軸の中心から後輪の車軸の中心までの距離をいう。 

      三 前端オーバハング  後輪の車軸の中心から車体の後面までの距離をいう。 
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※道路構造令における設計車両 

     ●小型自動車（長さ 4.7m 幅 1.7m 高さ 2.0m） 

 

 

 

     ●普通自動車（長さ 12m 幅 2.5m 高さ 3.8m） 

 

 

 

 

     ●セミトレーラー連結車（長さ 16.5m 幅 2.5m 高さ 3.8m） 

 

 

 

 

 

    ※道路交通法による分類 

分類 内容 

普通自動車 車体の大きさ等が、大型自動車、中型自動車、準中

型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通

自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた

車体等の大きさにいずれも該当しない自動車 

準中型自動車 総重量 3.5t 以上 7.5t 未満 

最大積載量 2t 以上 4.5t 未満 

中型自動車 総重量 7.5t 以上 11t 未満 

最大積載量 4.5t 以上 6.5t 未満 

または乗車定員 11 以上 29 人以下 

大型自動車 総重量 11t 以上 

最大積載量 6.5t 

または乗車定員 30 人以上 

大型・小型特殊自動車 ブルドーザーのキャタピラを有するもの。 

ロードローラ、グレーダ、スクレーバ、農耕作業車

等で、小型は最高速度 15 ㎞/h 以下、長さ 4.7m 以

下、高さ 2m 以下、幅 1.7m 以下のものをいう。 



 

~ 16 ~ 

 (５) 曲線半径 

    曲線半径（条例第１６条関連） 

１車線道路の屈曲部は、曲線形とし、曲線半径は条例第１６条によるものとす

る。ただし、主に近隣に居住する者の利用に供する場合には、曲線形とせず、屈

曲部を設けることができる。 

 

    ［解説］ 

     １車線道路の屈曲部は、曲線形とし、曲線半径は条例第１６条の規定によるこ

ととするが、市街地等で、主に近隣に居住する者の利用に供する道路の場合に

は、「３ (８)視距」に規定する、道路反射鏡等により視距を確保することで、

屈曲部を設けることができることとした。 

     また、屈曲部を設ける場合には、隅切り等により、車両の通行に支障がないも

のとする。 

 

    ［参考］条例第１６条 

     第１６条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分（以下「車道の曲線部」

という。）の中心線の曲線半径（以下「曲線半径」という。）は、次の表に掲

げる道路の設計速度に応じ、同表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とす

るものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない

箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することが

できる。 

設 計 速 度 

（単位 １時間につきキロメートル） 
曲線半径（単位メートル） 

６０ １５０ １２０ 

５０ １００ ８０ 

４０ ６０ ５０ 

３０ ３０  

２０ １５  
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 (６) 曲線部の片勾配 

    片勾配（条例第１７条関連） 

    (ア) １車線道路の曲線部には、条例第１７条により片勾配を付すものとする。

ただし、第４種第４級の道路で、地形の状況その他の特別の理由により、片

勾配を付すことが困難な場合には、片勾配を付さないことができる。 

    (イ) 第３種第５級の道路にあっては、設計速度が３０ｋｍ／ｈ又は２０ｋｍ／

ｈの場合には、平面線形が直線に近い等、実際の走行速度が高く想定される

場合を除き、片勾配の値を変更できる。 

 

    ［解説］ 

     １車線道路であっても、安全な車両の通行を確保するために、曲線部には片勾

配を付すものとした。ただし、第４種第４級の道路で、近隣に居住する者の利用

に供する場合であって、道路の平面線形や周辺の家屋の状況等により、規定する

片勾配を付すことが困難な場合には、片勾配を付さないことができるものとした。

また、第３種第５級の道路の場合には、走行速度の実態を考慮して、設計速度を超

える自動車の安全と生活利便を勘案し片勾配の値を変更できるものとした。 

 

    ［参考］「倉敷市道路の構造の技術的基準等に関する条例 第１７条」 

     第１７条 車道、中央帯（分離帯を除く。）及び車道に接続する路肩の曲線部

には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、次の表に掲げる道路の区分に応

じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、同表の

最大片勾配の欄に掲げる値（第３種の道路で歩道及び自転車道等を設けない

ものにあっては、６パーセント）以下で適切な値の片勾配を付するものとす

る。ただし、第４種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。 

区分 最大片勾配（単位 パーセント） 

第３種 １０ 

第４種 ６ 
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「道路構造令の解説と運用」（令和 3 年 3 月）P369 

      設計速度の低い道路にあっては、実際の自動車の走行速度は設計速度よりは

むしろ、前後の道路線形と沿道の条件に支配される。設計速度２０ｋｍ／ｈで

あっても前後の平面線形が直線に近い場合は６０ｋｍ／ｈ程度の走行速度が予

想される場合もある。また、沿道に人家が連担している場合などは設計速度で

の走行も危ぶまれる場合もある。したがって、設計速度３０ｋｍ／ｈ、２０ｋ

ｍ／ｈの道路については一応の規定値は示すが、走行の実態を考慮して、設計

速度を超える自動車に対する安全と、沿道の生活利便を勘案して片勾配の値を

変更できるものとした。 
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 (７) 曲線部の拡幅 

    曲線部の拡幅（条例第１８条関連） 

     曲線部の拡幅については、条例第１８条の規定に基づき付すものとする。ただ

し、第３種第５級の道路において、普通自動車（大型車）の通行が見込まれない

場合には、曲線部の拡幅について拡幅量の縮小又は省略することができる。 

 

    ［解説］ 

      曲線部の拡幅については、条例第１８条により原則付すものとする。第４種

の道路においては、本条項により、拡幅を付さないことができるが、第３種第

５級の道路においても、主に近隣に居住する者の利用に供する道路であり、普

通自動車（大型車）の通行が見込まれない場合には、拡幅量の縮小又は省略が

できることとした。 

 

［参考］「倉敷市道路の構造の技術的基準等に関する条例 第１８条」 

     第１８条 車道の曲線部においては、第３条の２に規定する設計車両及び当該

曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適

切に拡幅するものとする。ただし、第４種の道路にあっては、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

 

    「道路構造令の解説と運用」（令和 3 年 3 月）P381 

      第３種第５級、第４種第４級の道路においては、大型車の交通は通常少ない

ものと考えられる。また、小型自動車を対象とした拡幅量は、半径が最小の１

５ｍであっても、０．４０ｍであり、これに車両幅の１．７０ｍを加えても

２．１０ｍで、第３種第５級、第４種第４級の最小車道幅員３．００ｍには、

まだ０．９０ｍの余裕があるなどの理由により本節では、特に規定していない

が、交通の状況により適当な拡幅を行うことが望ましい。特に大型車の交通の

予想される道路にあっては、原則として、車線幅員を２．５ｍ（普通自動車の

車両幅）に図３－３１（「道路構造令の解説と運用」（令和 3 年 3 月）P380）に

よって求めた普通自動車の場合の拡幅量を加えた幅員以下にすべきではない。 
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 (８) 視距 

    視距（条例第２０条関連） 

(ア) １車線道路の視距は、対向車を確認し、制動停止に必要な距離が必要なた

め、設計速度３０ｋｍ／ｈ、２０ｋｍ／ｈでそれぞれ６０ｍ、４０ｍとす

る。ただし、道路反射鏡等の設置により、対向車が確認できるようにするこ

とで、条例第２０条に規定する距離まで縮小することができる。 

    (イ) １車線道路の視距の取り方は、道路中心線上１．２ｍとする。 

    ［解説］ 

      視距は２車線以上の道路において、同一車線上の故障車等静止している対象

物に対して必要な制動停止距離である。しかし、１車線道路においては、対向

する相互の車両が確認し制動停止するのに必要な距離となるため、条例第２０

条の規定の２倍の距離が必要となる。 

      ただし、このような平面線形を確保することは困難な場合が多いため、道路

反射鏡などにより対向車が確認できるようにすれば、条例の規定値まで縮小で

きるものとした。 

      また、視距の取り方は相互に対向車を確認することから、道路中心線上 

１．２ｍの高さとする。 

    ［参考］「倉敷市道路の構造の技術的基準等に関する条例 第２０条」 

      第２０条 視距は、次の表に掲げる道路の設計速度に応じ、同表の右欄に掲

げる値以上とするものとする。 

 

設計速度 

（単位 １時間につきキロメートル） 
視距（単位 メートル） 

６０ ７５ 

５０ ５５ 

４０ ４０ 

３０ ３０ 

２０ ２０ 

 

      ２ 車線の数が２である道路（対向車線を設けない道路を除く。）において

は、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区

間を設けるものとする。 

     「道路構造令の解説と運用」（令和 3 年 3 月）P416 

       第３種第５級および第４種第４級の道路は良い線形の道路をつくることが

困難な場合が多いことを考慮して道路反射鏡など何らかの方法によって、対

向車を確認できるようにすれば、設計に用いる視距はそれぞれ３０ｍ、２０

ｍにまで下げることができる。
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(９) 縦断勾配 

    縦断勾配（条例第２１条関連） 

     １車線道路の縦断勾配は、条例第２１条の規定により、表の左欄の値以下とす

るものとする。ただし、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合は

表の右欄の値以下とすることができる。 

    ［解説］ 

     １車線道路の縦断勾配は、条例第２１条による。ただし、周辺家屋の建立状況

や地盤高さにより、左欄の値以下とすることが難しい場合には右欄の値以下とす

ることができるものとする。 

    ［参考］「倉敷市道路の構造の技術的基準等に関する条例 第２１条」 

     第２１条 車道の縦断勾配は、次の表に掲げる道路の区分及び設計速度に応

じ、同表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の

縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。 

 

 

区分 
設計速度（単位 １時間に

つきキロメートル） 

縦断勾配（単位 パーセ

ント） 

第３種 

普通道路 

６０ ５ ８ 

５０ ６ ９ 

４０ ７ １０ 

３０ ８ １１ 

２０ ９ １２ 

小型道路 

６０ ８  

５０ ９  

４０ １０  

３０ １１  

２０ １２  

第４種 

普通道路 

６０ ５ ７ 

５０ ６ ８ 

４０ ７ ９ 

３０ ８ １０ 

２０ ９ １１ 

小型道路 

６０ ８  

５０ ９  

４０ １０  

３０ １１  

２０ １２  
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 (10) 縦断曲線 

    縦断曲線（条例第２２条関連） 

   (ア) １車線道路の縦断勾配が変移する箇所には、条例第２２条の規定により、縦

断曲線を設けるものとする。 

   (イ) 縦断曲線半径は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合を

除き、設計速度３０ｋｍ／ｈ、２０ｋｍ／ｈでそれぞれ４００ｍ以上、２００

ｍ以上とすることが望ましい。 

   (ウ) １車線道路に凸形縦断曲線を設置する場合で、縦断勾配の変化点において設

計速度での通行が見込まれない場合には、視距が確保できればよいこととす

る。 

   ［解説］ 

１車線道路の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設置することとする

が、縦断曲線を設置する目的は、衝撃緩和と視距確保であるため、できる限り縦

断曲線半径を大きくとることが望ましいため、設計速度３０ｋｍ／ｈ、２０ｋｍ

／ｈでそれぞれ４００ｍ以上、２００ｍ以上が望ましいとした。 

なお、１車線道路は生活道路としての利用が主であり、縦断勾配の変化点にお

いても設計速度での通行が見込まれない場合が多い。この場合には、視距が確保

できればよいこととした。 

［参考］   

「倉敷市道路の構造の技術的基準等に関する条例 第２２条」 

第２２条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。 

２ 縦断曲線の半径は、次の表に掲げる道路の設計速度及び縦断曲線の曲線形に応

じ、同表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計

速度が１時間につき６０キロメートルである第４種第１級の道路にあっては、地

形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線

の半径を１,０００メートルまで縮小することができる。 

 

設計速度 

(単位 １時間につ

きキロメートル) 

縦断曲線の曲線形 
縦断曲線の半径 

(単位 メートル) 

６０ 
凸形曲線 １，４００ 

凹形曲線 １，０００ 

５０ 
凸形曲線   ８００ 

凹形曲線   ７００ 

４０ 
凸形曲線   ４５０ 

凹形曲線   ４５０ 

３０ 
凸形曲線   ２５０ 

凹形曲線   ２５０ 

２０ 
凸形曲線   １００ 

凹形曲線   １００ 
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     ３ 縦断曲線の長さは，次の表に掲げる道路の設計速度に応じ，同表の右欄に

掲げる値以上とするものとする。 

 

設計速度 

(単位 １時間につきキロメートル) 

縦断曲線の長さ 

(単位 メートル) 

６０ ５０ 

５０ ４０ 

４０ ３５ 

３０ ２５ 

２０ ２０ 

 

 

   ［参考］「道路構造令の解説と運用」（令和 3 年 3 月）P462,463 

     縦断曲線半径の規定値 

各設計速度に対する縦断曲線半径の規定値は、衝撃緩和および視距確保に必

要な縦断曲線長より表１および表２のように算定される。 

  また、各設計速度に対する縦断曲線長の規定値は、表３のように算定される。 

表１ 凸形縦断曲線半径の計算 

 

設計速度 

(km/h) 

(1)衝撃緩和 

Lv=
మ

ଷ
𝛥 

(2)視距 

Lv=
మ

ଷଽ଼
𝛥 

(3)必要縦断 

 曲 線 長 

(4)凸形縦断 

  曲線半径 

   (m) 

１２０ ４０．０⊿ １１１．０⊿ １１０⊿ １１，０００ 

１００ ２７．８⊿  ６４．５⊿ ６５⊿  ６，５００ 

 ８０ １７．８⊿ ３０．２⊿ ３０⊿  ３，０００ 

 ６０ １０．０⊿  １４．１⊿ １４⊿  １，４００ 

 ５０  ７．０⊿   ７．６⊿   ８⊿    ８００ 

 ４０  ４．４⊿   ４．１⊿ ４．５⊿    ４５０ 

 ３０  ２．５⊿   ２．３⊿ ２．５⊿    ２５０ 

 ２０  １．１⊿   １．０⊿ １．０⊿    １００ 

     ⊿：縦断勾配の代数差の絶対値（％） 

     Ｄ：視距（ｍ） 

     Ｖ：走行速度（㎞/h）（設計速度をとる） 

 

 

 

 



 

~ 24 ~ 

表２ 凹形縦断曲線半径の計算 

 

設計速度 

(km/h) 

(1)衝撃緩和 

Lv=
మ

ଷ
𝛥 

(2)視距 

Lv=
మ

ଶଽଶ
𝛥 

(3)必要縦断 

 曲 線 長 

(4)凸形縦断 

  曲線半径 

   (m) 

１２０ ４０．０⊿ １６４．０⊿ ４０⊿ ４，０００ 

１００ ２７．８⊿   ９．５⊿ ３０⊿  ３，０００ 

 ８０ １７．８⊿ ４．５⊿ ２０⊿  ２，０００ 

 ６０ １０．０⊿   ２．１⊿ １０⊿  １，０００ 

 ５０  ７．０⊿   １．１⊿   ７⊿    ７００ 

 ４０  ４．４⊿   ０．６⊿ ４．５⊿    ４５０ 

 ３０  ２．５⊿   ０．３⊿ ２．５⊿    ２５０ 

 ２０  １．１⊿   ０．１⊿ １．０⊿    １００ 

     ⊿：縦断勾配の代数差の絶対値（％） 

     Ｄ：視距（ｍ） 

     Ｖ：走行速度（㎞/h）（設計速度をとる） 

 

 

   表３ 縦断曲線長の計算 

     

設計速度 

(km/h) 

(1) 必要縦断曲線長 

ＬＰ＝Ｖ／１．２ 
(2)縦断曲線長の規定値 

１２０ １００．０ １００ 

１００  ８３．３  ８５ 

８０  ６６．７  ７０ 

６０  ５０．０  ５０ 

５０  ４１．７  ４０ 

４０  ３３．３  ３５ 

３０  ２５．０  ２５ 

２０  １６．７  ２０ 

     Ｖ：走行速度（㎞/h）（設計速度をとる） 
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 (11) 横断勾配 

    横断勾配（条例第２４条関連） 

１車線道路の横断勾配は、片勾配を付す場合を除き、車線中央から道路端に向け

２％を標準として横断勾配を付すものとする。ただし、条例第２５条に規定する合

成勾配が規定値を超える場合には１．５％まで縮小できる。 

 

   ［解説］ 

    路面の横断勾配は、路面に降った雨水を道路外に排水するために必要であり、施

工時の不陸等により水たまりができないように、１車線道路では２％を標準とし

た。ただし、１車線道路の設計速度は小さく、縦断勾配の規定値も設計速度２０㎞

／ｈで最大１２％であり、車両の運転上の安全確保のためにも合成勾配が大きくな

ることは避けなければならない。したがって、縦断勾配が大きい場合には、合成勾

配の規定値を確保するために横断勾配を１．５％まで縮小できるものとした。 

 

   ［参考］「倉敷市道路の構造の技術的基準等に関する条例 第２４条」 

   第２４条 車道、中央帯（分離帯を除く。）及び車道に接続する路肩には、片勾配

を付する場合を除き、次の表に掲げる路面の種類に応じ、同表の右欄に掲げる値

を標準として横断勾配を付するものとする。 

路面の種類 横断勾配（単位 パーセント） 

前条第２項に規定する基準に適合する舗装道 １．５以上２以下 

その他 ３以上５以下 

   ２ 歩道又は自転車道等には、２パーセントを標準として横断勾配を付するものと

する。 

   ３ 前条第３項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路

面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することが

できる。 
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 (12) 合成勾配 

    合成勾配（条例第２５条関連） 

    １車線道路の合成勾配は１１．５％以下とする。ただし、地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合には、１２．５％以下とすることができる。 

 

   ［解説］ 

    １車線道路の設計速度は４０～２０ｋｍ／ｈのため、縦断勾配の規定値も７～１

２％と大きくなる。合成勾配は、車両の傾き、滑動、積荷の偏り等を防ぐために規

定するものである。合成勾配が１１．５％を超える場合には、横断勾配を１．５％

とすることで合成勾配の規定値を満足することとするが、周辺家屋の建立状況や地

盤高さにより１１．５％の確保が困難な場合には、１２．５％以下とできることと

した。 

    なお、１車線道路は設計速度が遅く、縦断勾配の規定値も大きいため、合成勾配

の規定値内であっても、「道路土工要綱（平成２１年度版）」により、路面排水の処

理は適切に行う必要がある。 

 

   ［参考］「倉敷市道路の構造の技術的基準等に関する条例 第２５条」 

     第２５条 合成勾配（縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をい

う。以下同じ。）は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値

以下とするものとする。ただし、設計速度が 1 時間につき３０キロメートル

又は２０キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合においては、１２．５パーセント以下とすることがで

きる。 

 

設計速度 

（単位 １時間につきキロメートル） 

合成勾配 

（単位 パーセント） 

６０ １０．５ 

５０ １１．５ 

４０ １１．５ 

３０ １１．５ 

２０ １１．５ 
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   「道路構造令の解説と運用」（令和 3 年 3 月）P470 

    第２５条 合成勾配（縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。

以下同じ。）は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以下と

するものとする。ただし、設計速度が１時間につき３０キロメートル又は２０

キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを

得ない場合においては、１２．５パーセント以下とすることができる。 

     

設計速度 

(単位 １時間につきキロメートル) 

合成勾配 

（単位 パーセント） 

１２０ 
１０ 

１００ 

８０ 
１０．５ 

６０ 

５０ 

１１．５ 
４０ 

３０ 

２０ 

  



 

~ 28 ~ 

 (13) 歩道及び自転車歩行者道の形式、勾配 

   ア 歩道及び自転車歩行者道の形式（条例第１０条、第１１条関連） 

歩道等の形式は、セミフラット形式を標準とする。ただし、切土区間が続く場

合は、マウントアップ形式とすることができる。 

 

［解説］ 

歩道等の形式には、セミフラット形式、フラット形式、マウントアップ形式が

あるが、「道路構造令の解説と運用」では、バリアフリー法に定める重点整備地

区においては「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める

省令」（平成１８年国土交通省令第１１６号）の第７条第２項及び第８条第１項

により、歩道等の形式はセミフラット形式を基本構造としていることから、バ

リアフリー法に定める地区以外についても、これを準拠し、セミフラット形式

を標準とした。ただし、切土区間が続く場合は、切土量を減らす目的から、マ

ウントアップ形式を採用できることとした。 

 

［参考］ 

「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令」 

（歩道等と車道等の分離） 

第７条 

２ 歩道等（車道乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。）に設ける縁石

の車道等に対する高さは１５センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及

び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする 

（高さ） 

第８条 歩道等（縁石を除く。）の車道等に対する高さは、５センチメートルを

標準とするものとする。ただし、横断歩道の接続する部分にあっては、この

限りでない。 

 

「倉敷市道路の構造の技術的基準等に関する条例 第１０条」 

第１０条 自動車の交通量が多い第３種又は第４種の道路（自転車道又は自転車

通行帯を設ける道路を除く。）には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるも

のとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合に

おいては、この限りでない。 

２ 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては４メートル

以上、その他の道路にあっては３メートル以上とするものとする。 
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３ 横断歩道橋若しくは地下横断歩道（以下「横断歩道橋等」という。）又は路

上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に

横断歩道橋等を設ける場合にあっては３メートル、ベンチの上屋を設ける場合

にあっては２メートル、並木を設ける場合にあっては１．５メートル、ベンチ

を設ける場合にあっては１メートル、その他の場合にあっては０．５メートル

を加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第３種第５級又は第４種

第４級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない

場合においては、この限りでない。 

４ 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮

して定めるものとする。 

 

「倉敷市道路の構造の技術的基準等に関する条例 第１１条」 

第１１条 第４種の道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）、歩行者の交通

量が多い第３種（第５級を除く。）の道路（自転車歩行者道を設ける道路を除

く。）又は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第３種の道路には、その各

側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 第３種の道路（自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除

く。）には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、

歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合においては、この限りでない。 

３ 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては３．５メートル以上、

その他の道路にあっては２メートル以上とするものとする。 

４ 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する

幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては３メートル、ベンチの上屋を

設ける場合にあっては２メートル、並木を設ける場合にあっては１．５メート

ル、ベンチを設ける場合にあっては１メートル、その他の場合にあっては０．

５メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第３種第５級

又は第４種第４級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合においては、この限りでない。 

５ 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとす

る。 
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   イ 歩道及び自転車歩行者道の勾配（条例第１０条、第１１条、第２４条第２項及

び第３項関連） 

    (ア) 歩道等の縦断勾配は、５％以下を標準とする。ただし、地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合においては、８％以下とすることがで

きる。 

    (イ) 透水性舗装を採用した場合の歩道等の横断勾配は、１％以下とする。 

    (ウ) 透水性でない通常舗装の歩道等の横断勾配は、２％以下とする。 

 

［解説］ 

「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令」によ

り、歩道等の縦断勾配は、５％以下を標準とした。ただし、１車線道路の縦断

勾配、周辺の家屋、地形の状況から５％を確保するのが難しい場合には、８％

以下とすることができることとした。 

また、歩道等の横断勾配は、歩道面の雨水の排水や車いすなどの通行などを

考慮して、透水性舗装の採用などにより排水が図れる場合は、横断勾配を１％

以下とした。ただし、通常舗装の場合は、道路構造令第２４条第２項により、

従来どおり２％を標準とした。 

 

［参考］ 

「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令」 

（勾配） 

第６条 歩道等の縦断勾配は、５％以下とするものとする。ただし、地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、８％以下とすること

ができる。 

２ 歩道等（車両乗入れ部を除く。）の横断勾配は、１％以下とするものとす

る。ただし、前条第１項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合においては、２％以下とすることができる。 

「倉敷市道路の構造の技術的基準等に関する条例 第２４条」 

第２４条第２項 歩道又は自転車道等には、２パーセントを標準として横断勾配を

付するものとする。 

３ 前条第３項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路

面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することが

できる。することができるものでなければならない。 
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 (14) 建築限界 

    建築限界（条例第１３条の２関連） 

    １車線道路の建築限界の高さは４．５ｍとする。ただし、地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合には、４ｍ（大型の自動車の交通量が極めて少な

く、かつ当該道路の近くに迂回することができる場合には、３ｍ）まで縮小でき

る。 

   ［解説］ 

     車道部の建築限界は、設計車両の高さ３．８ｍに余裕高を加え４．５ｍとして

いる。なお、実際の施工では、オーバーレイ等の維持管理を想定し、０．２ｍを

加え４．７ｍとする。 

     なお、ただし書きで、縮小規定を定めているが、この場合には、高さ制限や周

辺の迂回路について、道路標識で明示する必要がある。 

     また、縮小する場合においても、オーバーレイ等の維持管理を想定し、０．２

ｍを追加し、４．２ｍ、３．２ｍとすることが望ましい。 

   ［参考］「倉敷市道路の構造の技術的基準等に関する条例 第１３条の２」 

    この条例における建築限界は、構造令第１２条における建築限界の例による。 

    「道路構造令の解説と運用」（令和 3 年 3 月）P308～312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ｈ：普通道路にあっては、４．５メートル、小型道路にあっては３メートル。

ただし、第３種第５級の普通道路にあっては、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合においては、４メートル（大型の自動車

の交通量が極めて少なく、かつ、当該道路の近くに大型の自動車が迂回

することができる道路があるときは３メートル）まで縮小することがで

きる。 

       a：普通道路にあっては車道に接続する路肩の幅員（路上施設を設ける路肩に

あっては路肩の幅員から路上施設を設けるのに必要な値を減じた値とし、

当該地が１メートルを超える場合においては、１メートルとする。）、小型

道路にあっては０．５メートル 

       ｂ：普通道路にあってはＨ（３．８メートル未満の場合においては、３．８メ

ートルとする。）から３．８メートルを減じた値、小型道路にあっては０．

２メートル 

       e ：車道に接続する路肩の幅員（路上施設を設ける路肩にあっては、路肩の幅

員から路上施設を設けるのに必要な値を減じた値） 

 

 

Ｈ 

b 

a 

e 車 道 
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４ 舗装（１車線道路） 

 

(１) 舗装（条例第２３条第１項関係） 

１車線道路は、安全かつ円滑な交通を確保するために原則アスファルト舗装をする

ものとする。ただし、計画交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合において

は、この限りではない。 

１車線道路における路肩の舗装については、車道と同じ構造とする。 

 

［解説］ 

一般に生活道路と呼ばれる１車線道路の整備において、安全かつ円滑な交通を

確保するために舗装をすることとしたが、当該道路の計画交通量が極めて少ない

場合、さらに周辺道路の状況などによりその必要性がないと想定される場合にお

いては、舗装を省略することも可能とした。 

また、１車線道路における路肩の舗装については、車道と同じ構造のものとす

ることにした。 

 

［参考］ 

「倉敷市道路の構造の技術的基準等に関する条例 第２３条第１項」 

第２３条 車道、中央帯（分離帯を除く。）、車道に接続する路肩、自転車道等及び

歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある

場合においては、この限りでない。 

 

「道路構造令の解説と運用」（令和 3 年 3 月）P637,638 

車道、中央帯（分離帯を除く。）、車道に接続する路肩、自転車道、自転車歩行者道

および歩道は、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合を除き、舗装するも

のとする。 

路肩（側帯を除く）は車道に比べると、一般に車輪が乗る頻度が少ないので、路肩

の舗装は原則として、車道よりも簡易な構造とする。ただし、第３種および第４種

の道路では、車道の外側に２５ｃｍ以上は車道と同程度の性能をもつ構造とするこ

とが望ましい。また路肩の幅が狭く、車道より簡易な構造となる部分の施工が困難

な場合には、路肩全幅にわたって車道と同じ構造とすることもある。 
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(２)アスファルト舗装の構造設計（条例第２３条第２項関係） 

(ア) １車線道路における舗装構成は、表層アスファルト加熱混合物５ｃｍ、上層

路盤水硬性粒度調整スラグ１０ｃｍを標準とする。ただし、計画交通量が極め

て少ない（おおむね１００台／日以下）場合には、透水性舗装とすることがで

きる。 

(イ) ＣＢＲが３未満と想定される路床の場合は、路床安定処理工法、置換工法の

中から、現場条件、地域性及びコスト縮減等を考慮した上で改良工法を選定

し、路床改良を行い、その上に舗装を築造することとする。 

［解説］ 

「土木工事設計マニュアル」（（財）岡山県建設技術センター）では、Ｎ４（Ａ

交通）の交通量区分にあたる１車線道路の舗装構成については、表層５ｃｍ、上

層路盤１０ｃｍの舗装標準である。ただし、当該地区の計画交通量が１日当たり

おおむね１００台以下と想定される場合においては、透水性舗装とすることがで

きるものとした。なお、この場合には舗装強度の検討を行うこととする。 

ＣＢＲが３未満の路床の場合は、路床安定処理工法、置換工法の中から、現場条

件、地域性及びコスト縮減等を考慮した上で改良工法を選定し、路床改良を行う

こととし、路床の設計については「土木工事設計マニュアル」を参考に決定する

こととした。 

［参考］ 「倉敷市道路の構造の技術的基準等に関する条例 第２３条第２項」 

第２３条第２項 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準

を４９キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等

を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして規則

で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない

場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りではない。 

「道路構造令の解説と運用」（令和 3 年 3 月）P637,638 

車道および側帯の舗装は、舗装材の材質を問わず国土交通省の定める基準「車道及

び側帯の舗装の構造の基準に関する省令」（平成１３年国土交通省令第１０３号）に

おける所要の性能規定を満足しなければならない。 

舗装構造が有すべき性能のうち、「舗装の構造に関する技術基準」（平成１３年６月

２９日都市・地域整備局長・道路局長通達）において必須の性能指標として次の

ⅰ）～ⅲ）が定められている。 

ⅰ）疲労破壊に対する耐久性（疲労破壊輪数） 

ⅱ）わだち掘れに対する抵抗力（塑性変形輪数） 

ⅲ）路面の平坦性  
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(３)歩道及び自転車道等の舗装（条例第２３条第３項関係） 

歩道及び自転車道等の舗装は、透水性舗装を標準とする。ただし、地域特性等や周

辺状況など特別な事情がある場合は、通常アスファルト舗装とすることができる。 

透水性舗装の舗装構成は、一般部は、表層４ｃｍ、路盤１０ｃｍとし、車両が乗り

入れる箇所等については、表層４ｃｍ、路盤１５ｃｍを標準とする。 

通常アスファルト舗装の舗装構成は、一般部は、表層３ｃｍ、路盤１０ｃｍとし、

車両が乗り入れる箇所等については、表層５ｃｍ、路盤１０ｃｍを標準とする。 

透水性舗装の一般部の表層に使用する舗装材料は、開粒度アスコン（１３）とし、

車両が乗り入れる箇所等については、ポーラスアスコン（１３）とすることとす

る。上層路盤材には原則として、再生砕石（ＲＣ）を使用することとする。 

通常アスファルト舗装の表層に使用する舗装材料は、再生密粒度アスコン（１３）

とし、上層路盤材には原則として、ＨＭＳを使用することとする。 

 

（参考）歩道部の舗装構成図 

 

［解説］ 

歩道及び自転車道等の舗装は、地域特性や周辺状況など特別な事情がある場合

を除き透水性舗装をすることとした。 
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［参考］ 

「倉敷市道路の構造の技術的基準等に関する条例 第２３条第３項」 

第２３条第３項 第３種及び第４種の道路（トンネルを除く。）の舗装は、当該道路

の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合

においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を

減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りではない。 

 

「道路構造令の解説と運用」（令和 3 年 3 月）P637～639 

走行の安全性、環境負荷の低減を踏まえ、舗装路面から舗装内に水を浸透させる構

造で、かつ道路交通騒音の低減に資する舗装（排水性舗装等）を必要に応じて導入

することとする。 

自転車道、自転車歩行者道、歩道は、荷重が小さいので、原則として簡易な舗装と

する。また、高齢者や障害者等の移動等の円滑化を図る必要がある場合は、雨水を

地下に円滑に浸透させる構造や平坦で滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとす

ることを考慮するものとする。これら歩道等における表面水に関わる考え方は、バ

リアフリー法による重点整備地区における歩道等の舗装の考え方と同じである。な

お、重点整備地区における歩道等の舗装の詳細については、「増補改訂版道路の移動

等円滑化整備ガイドライン」（（財）国土技術研究センター）を参考にするとよい。 
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５ 隅切り 

 (１) 隅切り長 

１車線道路の交差は９０度を標準とするが、やむを得ず屈曲部を設ける場合には

隅切りを設置することとする。 

 

表 隅切りの長さＸ 

単位：ｍ 

道路 

幅員 
交差角 20ｍ 15ｍ 12ｍ 10ｍ 8ｍ 6ｍ 4ｍ 

4ｍ 

90 度前後 

＊ ＊ ＊ 

3 3 3 3 

45～60 度 4 4 4 4 

120～135 度 2 2 2 2 

6ｍ 

90 度前後 5 5 5 5 5 5 5 

45～60 度 6 6 6 6 6 6 6 

120～135 度 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

［解説］ 

「道路構造令の解説と運用」（令和 3 年 3 月）P517 において、第４種の道路の交差点に

おける隅切り長の標準値を、表に示している。また、第３種の道路であっても集落が

形成されているような地域にあっては、表の値を参考にするとよいとなっている。 

 ただし、道路の交差角が９０度からかなり異なる場合など、特別な事情を考慮すべき場

合は、個々に検討する必要がある。 

 

表 4－14 隅切り長の標準値 

                               （単位：ｍ） 

級別 第１級 第２級 第３級 第４級 

第１級 12 10 5 3 

第２級  10 5 3 

第３級   5 3 

第４級    3 

 

Ｘ Ｘ 

45 ～ 60120～135度 
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６ 待避スペース 

(１) 待避所(条例第３０条関連) 

 第３種第５級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。 

ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。 

   (ア) 待避所相互間の距離は、３００ｍ以内とすること。 

(イ) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。 

(ウ) 待避所の長さは、２０ｍ以上とし、その区間の車道の幅員は、５ｍ以上とするこ

と。 

    

[解説] 

    第３種第５級の道路において、車両のすれ違いが困難で交通の障害となっている

箇所には、交通の円滑化と安全性を確保するため、道路構造令に準拠した長さ２０

ｍ以上、その区間の車道の幅員５ｍ以上の待避所を３００ｍ以内の間隔で設けるこ

ととする。 

    ただし、自動車交通量が１００台／日未満と極めて少ない場合には、待避所を設

けず局所的な改築とした。 

 

   「道路構造令の解説と運用」（令和 3 年 3 月）P647 

    第３種第５級の道路には、車両のすれ違いのため待避所を設置する必要がある。な

お、第４種第４級の道路も第３種第５級と同様の車道幅員であるが、この場合には道

路密度が高いので、迂回あるいは一方通行等が可能であり、待避所を設ける必要性は

少ない。 

    待避所の設置間隔は、待避時間、視距、交通量を考慮して決めるべきであるが、間隔

があまり長くなると待避時間が長くなり、交通容量が低下するので、最大待避時間を

３０秒とし、視距も考慮してその最大間隔は３００ｍを限度とした。また、待避所の

位置は、その効果が十分発揮できるよう、少なくとも隣接する待避所までの交通状況

がよく把握できるような地点を選べなければならない。 

    待避所の寸法は、少なくとも１台の車両が待避し得るのに必要な長さとして２０ｍ以

上なければならず、また、２台の車両がすれ違うことができるように、その区間の車

両幅員は５ｍ以上でなければならない。待避所の前後には、車両の出入りを容易にす

るため図９－１のようにその両端にもｂ≧２a となるようなテーパー部をつけること

が望ましい。 
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「道路構造令の解説と運用」（令和 3 年 3 月）P648  
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(２) 局所的な改築 

(ア) 待避所の幅員５ｍ以上には、路肩を含むものとする。 

(イ) 自動車通行量が少ない場合には、「待避所」ではなく、「局所的な改築」とする。 

 

[解説] 

    道路構造令では、待避所の長さは２０ｍ以上とし、その区間の車道の幅員は５ｍ

以上とされているが、自動車通行量の少ない道路（１００台／日未満）では、小型

自動車等の車両走行軌跡図（参考図）を作成し、待避所ではない「局所的な改築」

として扱えることとした。 

 

＜小型自動車等による局所的な改築寸法（参考図）＞ 

（現道幅員３ｍの場合） 

 

 

 

 

 

 

 

（現道幅員４ｍの場合） 
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７ 車両出入口の切下げ 

(１) 切下げ幅について 

乗用車、小型貨物自動車が利用する歩道の切下げ幅は６．０ｍ以下とし、普通貨物自

動車等（最大積載量６．５トン以下）が利用する歩道の切下げ幅は１０．０ｍ以下と

し、大型及び中型貨物自動車等（最大積載量６．５トンを超えるもの）が利用する歩道

の切下げ幅は１４．０ｍ以下とする。ただし、トレーラー又は特殊車両が出入りする箇

所は別途考慮することとする。 

また、歩道の切下げ幅が乗用車、小型貨物自動車の基準を超える場合は、理由書を

提出する。理由書には、車両走行軌跡図を添付する。 

  

[解説] 

歩行者の安全性確保のため、切下げ幅は必要最小限とする。 

車  種 Ａ（乗入口） Ｂ（出入口） 

乗用車、小型貨物自動車 ４．０ｍ以下 ６．０ｍ以下 

普通貨物自動車等（最大積載量６．５ｔ以下） ８．０ｍ以下 １０．０ｍ以下 

大型及び中型貨物自動車等 

（最大積載量６．５ｔを超えるもの） 
１２．０ｍ以下 １４．０ｍ以下 

 

ア 出入口幅員が乗用車・小型貨物自動車の基準を超える場合は、理由書を提出す

る。理由書には、車両走行軌跡図を添付する。 

イ トレーラー又は特殊車両が出入りする箇所は別途考慮することができる。 
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 (２) 切下げの位置等について

ア 乗入口は原則として、道路に直角に設けるものとし、乗入箇所は、原則として１施

設について１箇所とする。ただし、出入口を分離する必要のある施設等特別の事情が

ある場合及び大型の貨物自動車が出入りをする場合は、２箇所まで承認することがで

きる。この場合、理由書を提出する。 

イ 出入口に隣接して新たに出入口を設ける場合の相互の距離は、原則３ｍ以上とす

る。 

ウ 異なる２施設が同一出入口を共用する場合、原則１０ｍまで切下げをすることがで

きる。 

エ 次に掲げる箇所以外の箇所であること。 

(ア) 横断歩道の渡り口及び横断歩道前後５ｍ以内の部分。 

(イ) トンネルの前後各５０ｍ以内の部分。 

(ウ) バス停留所（停留所を表示する標柱又は掲示板のみの場合は、その位置から各

１０ｍ以内の部分。） 

(エ) 地下道の出入口及び横断歩道橋の昇降口から５ｍ以内の部分。 

(オ) 交差点（総幅員がそれぞれ７ｍ以上の道路が交差するもの。）の中及び交差点

の側端又は道路の曲がり角から５ｍ以内の部分、ただしＴ型交差点のつきあたり

の部分を除く。 

(カ) 交差点（オに該当しないもの。）の中及び交差点の側端又は道路の曲がり角か

ら２ｍ以内の部分、ただしＴ型交差点のつきあたりの部分を除く。 

(キ) バス停車帯の部分。 

(ク) 橋の部分。 

(ケ) 横断防止柵、ガードレール及び駒止が設置されている部分、ただし交通安全上

特に支障がないと認められる区間を除く。 

(コ) 交通信号機、道路照明灯の移転を必要とする箇所、ただし道路管理者及び占用

者が移転を認め、申請者が移設をする場合は除く。 

(サ) その他道路管理上著しく支障があると認められる部分。なお、出入口とするた

めの歩道改築の承認申請が、その家屋所有者の自家用車が出入りするもので、自

動車の出入りの回数が少ない場合等で、交通安全上特に支障がないと認められる

場合は、(イ)から(エ)及び(キ)は適用しないことができるものとする。また、道

路管理者と所轄警察署長との間で、その設置について協議が整った場合、(ア)、

(オ)及び(カ)は適用しないことができるものとする。 

オ 道路側溝がある場合には、道路管理者の指定する側溝蓋を設置すること。 

カ 側溝の設置及びその種類、構造、勾配等については、周辺の状況を考慮し、道路管

理者において決定するものとする。 

キ 乗入口以外の場所から不特定多数の自動車が出入りするおそれのある場合は、民地

側に駒止めを設置する等の措置をとること。 

ク 不要になった既設出入口については閉塞すること。 
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[解説] 

  エ(オ)、エ(カ)の交差点の中、交差点の側端、道路の曲がり角の説明 
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(３) 乗入部の舗装 

透水性舗装の場合は、表層から順にポーラスアスコン４ｃｍ、再生砕石１５ｃ

ｍ、再生砂５ｃｍとする。通常アスファルト舗装の場合は、表層から順に再生密粒

度アスコン５ｃｍ、ＨＭＳ１０ｃｍとする。若しくは、表層から順に再生密粒度ア

スコン５ｃｍ、粒度調整砕石１０ｃｍとする。ただし、路床の強度が基準に満たな

い場合には下層路盤を必要とする。なお、トレーラー又は特殊車両が乗入れる場合

は別途協議とする。 

 

［解説］ 

  ＜透水性舗装の場合＞ 

トレーラー又は特殊車両が乗入れる場合は別途協議。 

   ＜通常アスファルト舗装の場合＞ 

表層 再生密粒度アスコン１３ ｔ＝５ｃｍ 

上層路盤 ＨＭＳ２５ ｔ＝１０ｃｍ 

下層路盤(※) クラッシャーＲＣ－３０ ｔ＝１０ｃｍ 

      ｏｒ 

表層 再生密粒度アスコン１３ ｔ＝５ｃｍ 

上層路盤 粒度調整砕石Ｍ－３０ ｔ＝１０ｃｍ 

下層路盤(※) クラッシャーＲＣ－４０ ｔ＝１５ｃｍ 

    （※）路床の強度が基準に満たない場合 

     トレーラー又は特殊車両が乗入れる場合は別途協議。 

 

 

表層 ポーラスアスコン（Ｈ型バインダー） ｔ＝４ｃｍ 

路盤 クラッシャーＲＣ－４０ ｔ＝１５ｃｍ 

フィルター層 再生砂 ｔ＝５ｃｍ 


